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折
り
返
し
点
を
す
ぎ
て

会
長 

上
代
　
金
治

第
23
期
の
農
業
委
員
の
任
期
も
折
り

返
し
点
を
す
ぎ
、
残
す
と
こ
ろ
約
半
分

と
な
り
ま
し
た
。

例
年
で
す
と
、
こ
の
委
員
会
だ
よ
り

に
県
外
の
先
進
地
視
察
の
事
や
、
農
業

委
員
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
員
の
質

の
向
上
を
め
ざ
す
研
修
会
等
へ
の
参
加

活
動
の
内
容
な
ど
も
掲
載
さ
れ
て
い
た

と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
、
春
先
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
蔓
延
、
拡
大
に
と
も
な
い
、

町
外
で
の
研
修
会
等
は
、
全
面
的
に
中

止
や
延
期
に
な
っ
た
の
が
現
状
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
、
農
業
委
員
、

推
進
員
は
、
三
密
を
さ
け
、
農
地
を
守

る
た
め
の
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
等
の
基
本

的
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。今

後
の
農
業
委
員
会
活
動
に
、
皆
様

の
御
理
解
、
御
協
力
を
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。
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小
座
地
区
で
は
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」

の
実
質
化
に
、
一
歩
踏
み
出
し
た
と
こ
ろ

で
す
。

水
田
は
谷
津
田
が
主
で
、
畑
も
決
し
て

広
く
な
い
、
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
言
え
な

い
条
件
の
中
で
、経
営
を
確
立
し
て
き
た
、

こ
か
ぶ
、
苺
、
採
種
、
養
豚
、
無
農
薬
米
、

千
両
、
花
苗
な
ど
、
15
戸
の
農
家
が
中
心

的
経
営
体
と
な
っ
て
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。

国
の
本
腰
に
期
待
し
て
、
各
農
家
の
関

心
は
高
い
の
で
す
が
、
各
自
が
政
策
の
内

容
を
理
解
す
る
に
は
、
い
ま
だ
時
間
が
か

か
る
よ
う
で
す
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
対
応
で
、
足
踏
み
が
続
い
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

今
年
１
月
19
日
、
稲
荷
入
・
小
貝
野
・

東
和
田
・
舟
戸
の
一
部
に
お
け
る
地
権

者
・
耕
作
者
の
皆
さ
ん
に
集
ま
っ
て
い
た

だ
き
、「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
検
討
会
が

開
か
れ
参
加
い
た
し
ま
し
た
。

副
会
長
　
岡
野
　
　
豊

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

林
　
　
一
男

第
23
期

１
年
半
を
終
え
て

農
業
委
員
　
菅
谷
　
耕
一

始
め
に
、「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
と
は

何
か
を
、
県
や
町
役
場
担
当
者
よ
り
分
か

り
や
す
く
説
明
が
あ
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
基
に
年
代
別
就
農
な
ど
の
状
況
が
色

分
け
さ
れ
た
大
き
な
地
図
を
皆
さ
ん
に
囲

ん
で
も
ら
い
プ
ラ
ン
対
象
地
域
の
確
認
や

将
来
的
に
、
誰
を
担
い
手
に
位
置
付
け
る

の
か
等
を
話
し
合
い
ま
し
た
。

耕
作
者
の
高
齢
化
や
担
い
手
不
足
等
の

要
因
に
よ
り
、
そ
れ
に
起
因
し
た
耕
作
放

棄
地
の
増
加
等
、
厳
し
い
環
境
に
直
面
し

て
い
る
中
で
、「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
の

実
質
化
は
重
要
な
政
策
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
年
、
３
月
と
７
月
に
、
小
座
区
民
館

に
お
い
て
、小
座
区
民
40
数
名
が
参
加
し
、

人
・
農
地
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
、
話
し
合
い

が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。両
日
と
も
町
よ
り
、

農
政
担
当
・
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
農
業

委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
員
の
４
名

が
、
出
席
し
ま
し
た
。

町
の
担
当
者
か
ら
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン

制
度
発
足
に
あ
た
り
、
そ
の
背
景
や
今
後

の
活
動
の
進
め
方
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。

参
加
者
の
９
割
が
高
齢
者
で
し
た
が
、

説
明
に
つ
い
て
熱
心
に
耳
を
か
た
む
け
て

い
ま
し
た
。
説
明
が
終
了
し
、
質
疑
応
答

に
な
り
、
農
業
従
事
者
が
高
齢
に
な
り
農

地
の
耕
作
が
で
き
な
い
実
情
、
農
地
の
有

効
活
用
、後
継
者
が
い
な
い
現
状
の
中
で
、

今
後
の
農
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
等
、
活

発
な
意
見
、
質
問
が
出
さ
れ
、
今
後
の
農

業
に
つ
い
て
、
関
心
の
高
さ
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

「
中
立
的
立
場
」
と
い
う
位
置
付
け
で

の
農
業
委
員
と
し
て
の
活
動
も
、２
期
目
、

残
り
１
年
半
と
な
り
ま
し
た
。

昨
年
は
台
風
で
大
き
な
被
害
が
あ
り
、

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
、
今
ま

農
業
委
員
　
根
本
美
津
江

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
に
な
り
、

１
年
半
が
経
ち
ま
し
た
。
農
業
委
員
会
の

中
で
一
番
年
下
な
の
で
、
自
分
に
務
ま
る

の
か
不
安
も
あ
り
ま
し
た
が
、
２
期
、
３

期
の
方
の
指
導
の
下
、
活
動
を
行
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
の
中
、
定
例
会
議
参
加
も
見
送
ら
れ
る

な
ど
、
活
動
も
限
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
私
自
身
、
専
業
農
家
で

も
あ
る
の
で
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
、

耕
作
放
棄
地
問
題
や
、担
い
手
の
育
成
に
、

地
域
の
皆
さ
ん
と
協
力
し
な
が
ら
、
活
動

を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
一
日
も
早
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
が
終
息
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま

す
。 農

地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

保
科
　
耕
一

で
想
像
も
つ
か
な
か
っ
た
事
態
に
な
っ
て

い
ま
す
。

農
業
委
員
会
の
会
議
も
、「
農
業
委
員
」

「
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
」
20
名
全

員
で
の
会
議
は
無
理
な
の
で
、
毎
月
「
農

業
委
員
」
10
名
だ
け
で
の
会
議
が
続
い
て

い
ま
す
。
今
ま
で
の
よ
う
な
活
動
が
で
き

ず
、先
の
見
え
な
い
不
安
な
毎
日
で
す
が
、

与
え
ら
れ
た
仕
事
を
こ
な
し
て
、
前
に
進

ん
で
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」

「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
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農地を貸したい方は御相談ください
農地を必要とする方に貸し付ける農地を探していま

す。貸し付けたい農地がある場合は、お問い合わせくださ

い。出し手と受け手の間に立って、（公社）千葉県園芸協会

が農地の貸し借りを行います。

詳細は東庄町まちづくり課農政係（電話0478-86-

6076）または、※（公社）千葉県園芸協会農地部（電話

043-223-3011）までお問い合わせください。

※（公社）千葉県園芸協会は、千葉県から農地中間管理機

構に指定されています。
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こんな
に

変わっ
た！こんな
に

変わっ
た！農業者年金農業者年金

農業者年金
旧制度と新制度の違い

ここが
ポイント！

旧制度 新制度

政策の
目的

農業経営の合理化・経営移譲
の促進 農業の担い手確保

年金財政の
しくみ

賦課方式
現役世代の納める保険料が、
現在の受給者の年金原資に充
てられる方式。
国民年金制度と同じで、少子
高齢化に弱い。

積立方式
自分が将来受け取る年金の原
資を、自分自身で積み立てる
方式。自分のための積み立て
なので、人口構造に左右され
ない。

必要な
加入期間 20年以上 １ヶ月

亡くなった
場合

保険料を3年以上納めて死亡
し、すでに受け取った年金額
が死亡一時金の額未満である
場合に、遺族に支給される。

80歳までに死亡した場合、
死亡した月の翌月から80歳
到達月までに受け取れる予定
だった農業者老齢年金の現在
価値に相当する額が遺族に支
給される。

続けられな
くなったら

強制
加入者

任意脱退
できない

20年要
件を満た
せない場
合は脱退
一時金を
支給

任意脱退
できる

脱退一時金は
なく、積み立
てた保険料は
将来年金とし
て支給

任意
加入者

任意脱退
できる

将来の金銭的不安を
解消！
「農業をやってて良かっ
た」と思う人が増えま
すように。

自分の年金を自分で準
備するから、少子高齢
化にも強い ! !

たとえ１ヶ月分だった
としても、将来受け取
れる ! !

3 年以上納めていなく
ても要件に該当すれば
死亡保障がある ! !

いつでも辞めることが
できるので、お手軽に
始められる ! !
その場合も、積み立て
た保険料は将来年金と
して受給できる ! !

60歳未満の国民年金の第１号被保険者なら、
年間60日以上農業に従事していれば
だれでも農業者年金に加入できます。


